
町からのお知らせ

12
月
は
「
国
民
健
康
保
険
制
度

適
用
適
正
化
月
間
」
で
す

■ 

国
民
健
康
保
険
資
格
の
適
正
な
適
用
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　
町
で
は
、
毎
年
12
月
を
「
国
民
健
康
保
険

制
度
適
用
適
正
化
月
間
」
と
定
め
、
国
民
健

康
保
険
の
資
格
の
適
正
な
適
用
を
推
進
し
て

い
ま
す
。

■ 

国
民
健
康
保
険
の
加
入
や
脱
退
に
関
す

る
届
け
出
を
お
忘
れ
な
く

　

国
民
健
康
保
険
は
、
74
歳
ま
で
の
社
会
保

険
（
職
場
の
健
康
保
険
で
共
済
・
船
員
保
険

も
含
む
）
の
被
保
険
者
お
よ
び
そ
の
被
扶
養

者
を
除
く
す
べ
て
の
人
に
加
入
し
て
い
た
だ

く
制
度
で
す
。

　
社
会
保
険
を
脱
退
ま
た
は
加
入
な
ど
資
格

の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
町
住
民
生
活
課

へ
届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

■ 

国
民
健
康
保
険
へ
の
届
け
出
が
必
要
な

手
続
き

●
国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
届

　
社
会
保
険
を
脱
退
し
た
場
合
に
届
け
出
が

　
必
要
で
す
。

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
離
職
票
や
資
格
喪
失
証
明
書
な
ど
の
社
会

保
険
を
脱
退
し
た
証
明
書
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
分
か
る
も
の

●
国
民
健
康
保
険
の
脱
退
届

　
社
会
保
険
に
加
入
し
た
場
合
に
届
け
出
が

必
要
で
す
。

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
社
会
保
険
被
保
険
者
証
ま
た
は
資
格
確
認

　
書
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
マ
イ

　
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
も
の

■ 

社
会
保
険
の
被
扶
養
者
に
な
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
確
認
を

　
同
じ
世
帯
に
社
会
保
険
の
被
保
険
者
が
い

る
場
合
、
そ
の
保
険
の
被
扶
養
者
と
し
て
認

定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
扶
養
認
定
で

き
る
か
は
お
勤
め
先
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■ 

所
得
の
申
告
は
お
済
み
で
す
か

　
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
判
定
・
税
率
決

定
、
医
療
費
の
限
度
額
認
定
に
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
所
得
の
申
告
が
お
済
み
で
な
い

人
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

・
国
民
健
康
保
険
の
資
格
に
つ
い
て

　
町
住
民
生
活
課　
保
険
係

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

・
国
民
健
康
保
険
税
や
所
得
の
申
告
に
つ
い
て

　
町
税
務
課　
課
税
係

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
２

特
別
障
害
者
手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当
、

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
ご
案
内

■
障
害
者
支
援
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
身
体
ま
た
は
知
的
・
精
神
に
重
度
の
障
が

い
が
あ
る
人
の
福
祉
の
向
上
を
図
る
こ
と
を

目
的
に
、
精
神
的
、
物
質
的
な
特
別
の
負
担

の
軽
減
の
一
助
と
し
て
手
当
の
支
給
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
各
種
手
帳
を
お
持
ち
で
な
い

人
も
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
特
別
障
害
者
手
当

　
身
体
や
精
神
に
著
し
く
重
度
の
障
が
い
が

あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
特
別

の
介
護
を
必
要
と
す
る
20
歳
以
上
の
人
に
対

し
て
支
給
さ
れ
る
手
当

▼
支
給
額

　
２
万
８
８
４
０
円
／
月

▼
支
給
月

　
２
月
、
５
月
、
８
月
、
11
月

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

●
障
害
児
福
祉
手
当

　
身
体
や
精
神
に
重
度
の
障
が
い
が
あ
る
た

め
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
の
介
護
を
必

要
と
す
る
20
歳
未
満
の
人
に
対
し
て
支
給
さ

れ
る
手
当

▼
支
給
額

　
１
万
５
６
９
０
円
／
月

▼
支
給
月

　
２
月
、
５
月
、
８
月
、
11
月

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

●
特
別
児
童
扶
養
手
当

　
20
歳
未
満
で
、
身
体
や
精
神
に
中
度
以
上

の
障
が
い
が
あ
る
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
父

も
し
く
は
母
、
ま
た
は
父
母
に
代
わ
っ
て
そ

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に
対
し
て
支
給

さ
れ
る
手
当

▼
支
給
額

・
特
別
児
童
扶
養
手
当
１
級

　
児
童
一
人
に
つ
き
５
万
５
３
５
０
円
／
月

・
特
別
児
童
扶
養
手
当
２
級

　
児
童
一
人
に
つ
き
３
万
６
８
６
０
円
／
月

▼
支
給
月

　
４
月
、
８
月
、
11
月

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

※
い
ず
れ
の
手
当
も
、
申
請
月
の
翌
月
か
ら

　
支
給
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
所
得
制
限
や
障
が
い
の
程
度
、
受
給
申
請

　
に
必
要
な
も
の
な
ど
の
詳
し
い
要
件
は
、

　
町
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
い
た
だ
く

　
か
、
町
福
祉
課
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　
町
福
祉
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
４

　
（
内
線
１
４
５
）

16広報 こうさ 2024.12



I n f o r m a t i o n

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
の

廃
止
に
つ
い
て

■ 

従
来
の
被
保
険
者
証
の
新
規
発
行
が
で

き
な
く
な
り
ま
す

　
国
の
法
改
正
に
よ
り
、
令
和
６
年
12
月
２

日
に
マ
イ
ナ
保
険
証
（
保
険
証
登
録
が
さ
れ

た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）
を
基
本
と
す
る

仕
組
み
に
移
行
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
従
来
の

被
保
険
者
証
は
廃
止
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、

廃
止
日
以
降
は
被
保
険
者
証
の
新
規
発
行
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

■ 

お
手
持
ち
の
被
保
険
者
証
は
有
効
期
限

ま
で
使
え
ま
す　

　
令
和
６
年
12
月
１
日
以
前
に
発
行
し
た
被

保
険
者
証
は
廃
止
日
以
降
も
有
効
期
限(

令

和
７
年
７
月
31
日)

ま
で
使
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
た
だ
し
、
令
和
６
年
12
月
２
日
以
降
、
住

所
や
被
保
険
者
証
の
負
担
割
合
に
変
更
が

あ
っ
た
場
合
、
現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者
証

を
使
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で
な
い
人

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い

人
、
マ
イ
ナ
保
険
証
利
用
の
手
続
き
を
さ
れ

て
い
な
い
人
に
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
の
代
わ
り
と
な
る
「
資
格
確
認
書
」

を
交
付
し
ま
す
。
お
手
元
の
被
保
険
者
証
の

有
効
期
限
（
令
和
７
年
７
月
31
日
）
を
迎
え

る
前
に
送
付
予
定
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
被
保

険
者
証
と
同
様
に
医
療
機
関
の
窓
口
へ
提
示

す
る
こ
と
で
、
引
き
続
き
受
診
し
て
い
た
だ

け
ま
す
。
こ
の
「
資
格
確
認
書
」
に
つ
い
て

は
、
申
請
不
要
で
す
。

　
令
和
６
年
12
月
２
日
か
ら
令
和
７
年
７
月

31
日
ま
で
の
間
の
暫
定
的
な
運
用
と
し
て
、

転
居
、
転
入
、
新
規
年
齢
到
達
、
負
担
割
合

の
変
更
、
被
保
険
者
証
の
紛
失
等
が
あ
っ
た

人
は
、
届
け
出
の
と
き
に
マ
イ
ナ
保
険
証
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
資
格
確
認
書
を
交
付

し
ま
す
。

●
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
の
人

　
マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
用
し
て
医
療
機
関
の

受
診
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
が
困
難
な
場
合
、

マ
イ
ナ
保
険
証
、
資
格
確
認
書
の
利
用
な
ど

ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
住
民
生
活

課
保
険
係
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　
町
住
民
生
活
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

　
（
内
線
１
０
８
）

■ 

産
後
ケ
ア
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
て
育
児

の
不
安
を
軽
減
し
ま
し
ょ
う

　
産
後
ケ
ア
と
は
、
出
産
後
1
年
以
内
の
お

母
さ
ん
と
赤
ち
ゃ
ん
に
対
し
、
産
後
も
安
心

し
て
子
育
て
が
で
き
る
よ
う
、
心
身
の
ケ
ア

や
育
児
の
サ
ポ
ー
ト
な
ど
を
行
う
も
の
で
す
。

産
後
ケ
ア
を
利
用
し
適
切
な
ケ
ア
を
受
け
る

こ
と
で
、
体
力
の
回
復
を
促
し
、
産
後
う
つ

や
育
児
ス
ト
レ
ス
の
予
防
に
も
繋
が
り
ま
す
。

▼
対
象
者

　
甲
佐
町
に
住
民
票
が
あ
る
出
産
後
1
年
以

　
内
の
お
母
さ
ん
と
赤
ち
ゃ
ん
で
次
に
該
当

　
す
る
人

・
産
後
に
心
身
の
不
調
や
育
児
不
安
な
ど
が

　
あ
る
人

・
家
族
な
ど
か
ら
育
児
の
援
助
が
受
け
ら
れ

　
な
い
人

※
感
染
症
に
か
か
っ
て
い
る
人
や
医
療
が
必

　
要
な
人
は
対
象
外
に
な
り
ま
す
。

▼
ケ
ア
の
種
別

・
訪
問
型

　
自
宅
に
助
産
師
や
保
育
士
な
ど
の
専
門
の

　
ス
タ
ッ
フ
が
訪
問
し
、
母
親
と
赤
ち
ゃ
ん

　
の
ケ
ア
を
受
け
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

・
日
帰
り
型

　
病
院
や
助
産
所
な
ど
の
利
用
施
設
へ
行
き
、 　

日
帰
り
で
母
親
と
赤
ち
ゃ
ん
の
ケ
ア
を
受

　
け
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

・
宿
泊
型

　
病
院
や
助
産
所
な
ど
の
利
用
施
設
に
宿
泊

　
し
、
母
親
と
赤
ち
ゃ
ん
の
ケ
ア
を
受
け
る

　
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
１
日
を
通
し
て
ケ
ア
を

　
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
夜
間
に
赤
ち
ゃ
ん

　
を
預
か
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

▼
ケ
ア
の
内
容

①
母
親
の
身
体
的
な
ケ
ア
お
よ
び
保
健
指
導
、

　
栄
養
指
導

②
母
親
の
心
理
的
ケ
ア

③
適
切
な
授
乳
が
実
施
で
き
る
た
め
の
ケ
ア

（
乳
房
ケ
ア
含
む
）

④
育
児
の
手
技
に
つ
い
て
具
体
的
な
指
導
お

　
よ
び
相
談
な
ど

　
産
後
ケ
ア
の
利
用
は
事
前
に
申
請
が
必
要

で
す
。
利
用
施
設
お
よ
び
利
用
料
、
申
請
方

法
な
ど
に
つ
い
て
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　
町
健
康
推
進
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
５
‐
８
７
１
１

12
月
か
ら
産
後
ケ
ア
が
は
じ
ま
り
ま
す
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お
知
ら
せ

令

和

７

年

甲

佐

町

二
十
歳
の
成
人
式
の
ご
案
内

　
町
で
は
、
大
人
の
仲
間
入
り
を
さ
れ
た

皆
さ
ん
の
輝
か
し
い
未
来
を
祝
福
し
、
明

日
の
甲
佐
町
を
担
う
若
者
の
今
後
の
活
躍

を
期
待
し
て
、「
甲
佐
町
二
十
歳
の
成
人

式
」
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。
対
象

の
皆
さ
ん
に
は
案
内
を
送
付
し
て
い
ま
す

の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
日
時

　
令
和
７
年
１
月
12
日
（
日
）

・
受
付
開
始　
午
前
９
時

・
記
念
撮
影　
午
前
10
時

・
式
典
開
始　
午
前
10
時
30
分

▼
会
場

　
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
・
ホ
ー
ル

▼
対
象

　
平
成
16
年
４
月
２
日
～
平
成
17
年
４
月

　
１
日
生
ま
れ
の
人

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
社
会
教
育
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
２
４
４
７

　
（
内
線
３
２
４
）

上
益
城
消
防
組
合
消
防
職
員

採
用
試
験
に
つ
い
て

　
上
益
城
消
防
組
合
で
は
、
令
和
６
年
度

消
防
職
員
採
用
試
験
（
一
般
事
務
・
二
次

募
集
）
を
行
い
ま
す
。

▼
受
験
資
格

　
昭
和
50
年
4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
た

人
で
行
政
・
民
間
な
ど
で
の
事
務
経
験
が

1
年
以
上
あ
る
人

▼
試
験
日
お
よ
び
場
所

・
1
次
試
験

　
令
和
7
年
1
月
26
日
（
日
）

　
上
益
城
消
防
組
合
本
部

・
2
次
試
験

　
令
和
7
年
2
月
下
旬

▼
申
込
受
付
期
間

　
令
和
６
年
12
月
16
日
（
月
）
か
ら
令
和

　
7
年
1
月
9
日
（
木
）

▼
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
上
益
城
消
防
組
合
消
防
本
部　
総
務
課

　
☎
０
９
６
‐
２
８
２
‐
１
９
５
９

年
末
年
始
の
旅
券
申
請
・

交
付
受
付
に
つ
い
て

　
町
で
は
、
パ
ス
ポ
ー
ト
（
旅
券
）
の
申

請
・
交
付
受
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
パ
ス
ポ
ー
ト
の
交
付
申
請
か
ら
受
け
取

り
ま
で
に
９
日
間
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日

お
よ
び
年
末
年
始
を
除
く
）
を
要
し
ま
す
。

12
月
28
日
（
土
）
か
ら
令
和
７
年
１
月
５

日
（
日
）
ま
で
旅
券
申
請
・
交
付
窓
口
は

休
み
と
な
り
ま
す
の
で
、
申
請
が
必
要
な

場
合
は
、
余
裕
を
持
っ
て
町
住
民
生
活
課

窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
受
付
時
間

　
月
曜
日
～
金
曜
日　
午
前
９
時
～
午
後

　
４
時
30
分

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
お
よ
び
年
末
年
始

　
を
除
く

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
住
民
生
活
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

　
（
内
線
１
０
１
）

不
動
産
を
公
売
し
ま
す

　
町
で
は
、
不
動
産
の
公
売
を
次
の
と
お

り
実
施
し
ま
す
。

▼
公
売
財
産

　
宅
地
２
筆
（
甲
佐
町
大
字
田
口
地
内
）

※
付
属
建
物
（
小
屋
）
あ
り

　
面
積　
約
６
６
０
㎡

▼
入
札
期
間

　
12
月
18
日
（
水
）
～
12
月
25
日
（
水
）

※
物
件
明
細
や
、
見
積
価
格
な
ど
の
詳
細

　
は
税
務
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
町
税
の
完
納
な
ど
に
よ
り
、
公
売
中
止

　
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
税
務
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
２

くらしの情報
  LOCAL NEWS ＆
  LOCAL INFORMATION

❖ イベント等の開催に関する詳細は
　 各問い合わせ先にご確認ください

お問い合わせ先一覧
❖ 甲佐町役場
　 096-234-1111（代表）

❖ 甲佐町保健福祉センター
　 096-235-8711

❖ 甲佐町教育委員会
　（町生涯学習センター）
　 096-234-2447

❖ 水道管理センター
　 096-234-0755

❖ 町民センター
　 096-234-2459

❖ 老人憩いの家
　（(社 )甲佐町社会福祉協議会）
　 096-234-0423

❖ 御船町甲佐町衛生施設組合
　（クリーンセンター）
　 096-282-0688

❖ 上益城消防署
　 096-282-1955

❖ 御船警察署
　 096-282-1110

❖ 上益城広域連合
　 096-237-2891

❖ 県上益城地域振興局
　 096-282-2111（代表）

❖ 県御船保健所
　 096-282-0016

❖ 県庁
　 096-383-1111（代表）
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農
地
の
賃
借
に
つ
い
て
の

条
件
が
緩
和
さ
れ
ま
し
た

　
町
で
は
、
農
地
中
間
管
理
機
構(

農
地

バ
ン
ク)

を
介
し
た
貸
し
借
り
を
す
る
場

合
、
借
り
手(

耕
作
者)

に
つ
い
て
は
、

認
定
農
業
者
・
新
規
就
農
者
・
各
地
区
の

担
い
手
の
人
の
み
を
対
象
と
し
て
い
ま
し

た
が
、
農
業
従
事
者
の
減
少
や
担
い
手
不

足
と
い
っ
た
状
況
を
鑑
み
、
令
和
６
年
12

月
１
日
か
ら
、
借
り
手
の
条
件
を
緩
和
し

ま
す
。
詳
細
は
町
農
政
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
農
政
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
７
６

　
（
内
線
１
５
３
）

　
道
路
や
歩
道
へ
の
枝
の
張
り
出
し
や
倒

木
に
よ
り
歩
行
者
や
自
動
車
等
に
損
害
が

発
生
し
た
場
合
、
樹
木
所
有
者
の
管
理
責

任
を
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
道
路

沿
い
で
樹
木
を
所
有
さ
れ
て
い
る
人
は
点

検
を
実
施
し
て
い
た
だ
き
、
危
険
な
場
合

は
伐
採
す
る
な
ど
の
措
置
を
講
じ
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
県
道
路
保
全
課

　
☎
０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
４
９
５

くらしの情報

町税などの滞納処分（10月分）

種　別 件数・金額など

捜 索 １件

差 し 押 さ え 件 数 26件

公 売 回 数 １回

公 売 件 数 ０件

滞納処分関連収入 428,313円

tax

事件・ 事 故 件 数

種　別 発生件数
10月 年累計

人 身 事 故 ２ ８

物 損 事 故 22 164

盗 難 な ど １ ８

10月31日現在

traffic safety

出 動 火 災 件 数

種　別 発生件数 前年比較

家 屋 ３ ０

原 野 14 ＋３

そ の 他 14 ＋２

合 計 件 数 31 ＋５
11月15日現在

fire prevention

収集地区 収集日 クリーンセンターへの直接持ち込み

年
末

星の川団地、立岩団地、竜野地区
（上早川五区・あゆの里緑川団地を
除く）、乙女地区、白旗地区

12月26日（木）
12月30日（月）

・通常持込期限　12月29日（日）
・通常持込時間　午前９時～午後４時30分
・持　 込　 料　100円 /10㌔
※個人の持込可
※ 時間厳守

宮内地区、甲佐地区（星の川団地・
立岩団地を除く）、上早川五区、
あゆの里緑川団地

12月24日（火）
12月27日（金）

年
始

星の川団地、立岩団地・竜野地区
（上早川五区・あゆの里緑川団地を
除く）、乙女地区、白旗地区

１月6日（月）
から

１月４日（土）から通常持ち込み可
宮内地区、甲佐地区（星の川団地・
立岩団地を除く）、上早川五区、
あゆの里緑川団地

１月４日（土）
から

●家庭ごみ収集

▲

お問い合わせ先　御船町甲佐町衛生施設組合（クリーンセンター）　☎096 ‐ 282 ‐ 0688

●し尿くみ取り
収集地区 くみ取り日 備考

年
末 全地区 12月27日（金）まで 年末は非常に混み合いますので、12月20日（金）までに

お申し込みください。
年
始 全地区 １月４日（土）から 通常受け入れ可

▲

お申し込み・お問い合わせ先
・宮内地区、甲佐地区（東寒野区・西寒野区・上豊内区の一部、星の川団地①）、竜野地区、乙女地区、白旗地区
　（有）甲佐衛生社　☎096 ‐ 234 ‐ 1217
・甲佐地区（東寒野区・西寒野区・上豊内区の一部を除く、星の川団地②）
　米村衛生（有）　☎096 ‐ 234 ‐ 0308

年末年始のごみ収集・し尿くみ取り計画【12月24日（火）～１月４日（土）】

道
路
に
張
り
出
し
て
い
る

木
の
伐
採
に
ご
協
力
を
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お
知
ら
せ

道
路
緊
急
ダ
イ
ヤ
ル

（
＃
９
９
１
０
）
通
報
の
お
願
い

　　
道
路
緊
急
ダ
イ
ヤ
ル
は
、
道
路
に
お
け

る
倒
木
や
穴
ぼ
こ
等
、
道
路
異
状
を
発
見

し
た
場
合
の
通
報
窓
口
で
す
。
こ
の
ダ
イ

ヤ
ル
に
通
報
い
た
だ
く
こ
と
で
、
速
や
か

に
応
急
処
置
等
を
実
施
す
る
こ
と
が
で

き
、
道
路
の
異
状
に
よ
る
事
故
を
未
然
に

防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
道
路
異
状
を
発

見
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
＃
９
９
１
０

に
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
県
道
路
保
全
課

　
☎
０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
４
９
５

　　
町
で
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
採
用
予

定
の
職
員
を
追
加
募
集
し
ま
す
。

▼
申
し
込
み
受
付
期
間

　
令
和
６
年
12
月
16
日
（
月
）
～
令
和
７
年

　
１
月
９
日
（
木
）

▼
試
験
日

　

令
和
７
年
１
月
26
日
（
日
）

▼
募
集
職
種

　

一
般
事
務
（
高
卒
程
度
）、
保
健
師

　
詳
細
は
、
町
総
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
総
務
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
４
０

　
（
内
線
２
２
１
）

農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
を
募
集
中

　
町
お
よ
び
甲
佐
町
農
業
委
員
会
は
、
農

業
委
員
お
よ
び
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委

員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

▼
農
業
委
員

　
農
業
委
員
は
、
農
業
に
関
す
る
見
識
を

有
し
、
農
地
な
ど
の
利
用
の
最
適
化
を
推

進
し
ま
す
。

●
主
な
業
務

①
農
地
利
用
の
最
適
化
（
転
用
違
反
の
是

正
指
導
な
ど
）
の
た
め
の
推
進
活
動
や
相

談
活
動
な
ど

②
遊
休
農
地
の
発
生
防
止
お
よ
び
解
消
に

向
け
た
利
用
状
況
お
よ
び
意
向
調
査
な
ど

③
許
認
可
に
伴
う
業
務

④
毎
月
の
農
業
委
員
会
定
例
会
総
会
な
ど

へ
の
参
加

●
募
集
人
数

　
14
人

▼
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

　
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
は
、
農
業

委
員
と
密
接
に
連
携
し
、
農
地
利
用
の
集

積
・
集
約
化
・
新
規
参
入
の
促
進
・
耕
作

くらしの情報

令和７年度甲佐ブランド「こうさんもん」認定申請を募集します

　町では、令和７年度登録の甲佐ブランド「こうさんもん」認定申請を募集します。「甲佐ブランド『こうさ
んもん』認定制度」は、本町の豊かな自然の中で育った農作物や加工品などの魅力ある商品を町のブランド
品として認定し、町や甲佐町商工会などが応援することで本町の活性化を目指すものです。
●認定基準
①本町らしさを表現している商品であること（名称やデザインなど本町を表現するもので、イメージアップ
　につながる商品や、主原料または一部に本町産のものを使用していること）
②商品に独自性・優位性があること（ほかの産地や類似商品と比較して、商品の特性に独自のこだわりがあ
　ること）
③安全性・生産性・販売体制・認定後の意欲が整っていること
●申請者の条件（申請者は次の①～③のいずれかの条件を満たすものとします）
①個人の場合　町内在住かつ町内に生産もしくは製造拠点が存在すること
②法人の場合　町内に生産もしくは製造拠点が存在すること
③その他、町長が認めたもの
●申請期限　12月23日（月）午後５時
●認定審査会　令和７年２月（予定）
※詳細は、町地域振興課にお尋ねください。

　【お問い合わせ先】
　町地域振興課　☎０９６ ‐ ２３４ ‐ １１５４（内線２３７）

募
集

町
職
員
を
追
加
募
集
し
ま
す
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放
棄
地
の
発
生
防
止
・
解
消
と
い
っ
た
活

動
を
行
い
ま
す
。

●
主
な
業
務

①
「
地
域
計
画
（
人
・
農
地
プ
ラ
ン
）」

な
ど
の
地
域
の
農
業
者
と
の
対
話
の
推
進

②
農
地
の
出
し
手
と
受
け
手
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
行
い
、
農
地
利
用
の
集
積
・
集

約
化
を
推
進

③
耕
作
放
棄
地
の
発
生
防
止
と
解
消
を
推

進④
農
地
中
間
管
理
機
構
と
密
接
な
連
携
を

図
る

●
募
集
人
数

　
10
人

▼
任
期

　
い
ず
れ
の
委
員
も
、
令
和
７
年
４
月
１

日
（
火
）
か
ら
令
和
10
年
３
月
31
日
（
金
）

ま
で
の
３
年
間

▼
募
集
期
限

　
12
月
13
日
（
金
）
午
後
５
時
15
分
必
着

　
（
消
印
有
効
）

▼
申
し
込
み
方
法

　
町
農
政
課
窓
口
や
町
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
推
薦
・
応
募
書
類

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
期
限
ま
で
に
直

接
ま
た
は
郵
送
で
町
農
業
委
員
会
事
務
局

ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
送
の
場
合

は
当
日
消
印
有
効
と
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
農
政
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
７
６

　　　
例
年
、
年
末
年
始
は
、
車
上
ね
ら
い
、

乗
り
物
盗
（
自
動
車
盗
、
オ
ー
ト
バ
イ
盗

や
自
転
車
盗
）、
万
引
き
な
ど
の
犯
罪
が

多
発
し
ま
す
。
ま
た
、
車
の
利
用
が
増
え

る
こ
と
に
伴
っ
て
、
交
通
事
故
も
増
加
し

ま
す
。
不
審
な
人
物
を
見
か
け
た
ら
す
ぐ

に
「
１
１
０
番
」
通
報
す
る
と
い
っ
た
地

域
ぐ
る
み
の
活
動
で
犯
罪
や
交
通
事
故
な

ど
を
未
然
に
防
止
し
ま
し
ょ
う
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
御
船
地
区
防
犯
協
会
連
合
会

　
☎
０
９
６
‐
２
８
２
‐
１
１
１
０

　　　
給
湯
器
の
無
料
点
検
で
訪
問
し
た
事
業

者
が
「
こ
の
ま
ま
で
は
壊
れ
る
」
と
不
安

を
あ
お
り
、
高
額
な
交
換
契
約
を
結
ば
さ

れ
た
と
の
相
談
が
あ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

場
で
契
約
せ
ず
、
複
数
社
か
ら
見
積
り
を

と
る
な
ど
冷
静
に
判
断
し
ま
し
ょ
う
。
消

費
者
ト
ラ
ブ
ル
で
お
困
り
の
際
は
、
町
消

費
生
活
相
談
窓
口
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
甲
佐
町
消
費
生
活
相
談
窓
口

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
３
２
２
３

くらしの情報

給
湯
器
の
点
検
商
法
に
関
す
る

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
に
注
意

く
ら
し
安
全

年
末
年
始
に
お
け
る
犯
罪
や

交
通
事
故
を
防
止
し
ま
し
ょ
う
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